
21 広報かるまい

　令和７年４月分から令和８年３月分まで
の国民年金保険料は、月額１７，５１０円
です。保険料は、日本年金機構から送られ
る納付書により、金融機関・郵便局・コン
ビニで納めることができます。また、クレ
ジットカードによる納付やインターネット
等を利用しての納付、そして便利でお得な
口座振替もあります。なお、現金で保険料
を納付する方で前納を希望する場合は、役
場または年金事務所にご相談ください。

国民年金保険料は
納期限までに納めましょう

み ん な の 国 民 年 金
　納付期限は法令で「納付対象月の翌月末
日」と定められています。納期限までに保
険料を納めないと障害基礎年金や遺族基礎
年金を受給できない場合がありますので、
忘れずにお納めください。
　また、所得が少ないなど保険料の納付が
困難な場合は、保険料が免除・猶予される
制度がありますので、お近くの年金事務所
や役場の国民年金窓口へご相談ください。
※納付義務者は被保険者本人、連帯して納
付する義務を負う配偶者及び世帯主です。

【問い合わせ】
　ねんきん加入者ダイヤル
　　　　　　　　  （☎0570-003-004）
　二戸年金事務所（☎ 23-4111）
　町民生活課　　  （☎ 46-4734）

広報かるまいでの発信
軽 米 病 院 だ よ り で始まり、値段は7700円。岩手はまだですが、

その後茨城県でも開始されました。二戸圏域
での救急車利用状況は多数にのぼり、パンク
寸前です
▶R6.8「レスパイト入院の話」：自宅で介護
されている方で、介護者が疲れてきた時に病
院への入院が可能になりました
▶R6.6「ACP って何？」：アドバンス・ケア・
プランニング。人生最終段階に向けてご家族
で話し合いをしてほしいです。人間の死亡率
は100％です
▶R6.4「病院の得手・不得手」：二戸、一戸、
軽米の各県立病院の特徴について触れまし
た。二戸でも大きな事故には対処できず、救
急センターの久慈でも、今では脳血管疾患は
全て八戸へ搬送するようになりました
▶R6.2「災害派遣医療チームについて」：一
昨年は能登の大地震でしたが、今は大船渡へ
各病院から応援が出ています

　「軽米病院だより」を２カ月に一度担当
しています。今までお伝えしたことを、現
状を踏まえながら振り返ってみました。
　軽米町ホームページの「広報かるまい」
から過去の記事を見ることができます。今
後も、皆さんの為になる情報を発信してい
きます。
▶R7.2「５類になったとはいえ」：インフル
エンザよりコロナの方が10倍以上も死亡率が
高く、特に80歳以上は顕著です

▶R6.12「健康保険証の話」：健康保険証の
新規発行が12月２日で終了し、今持っている
保険証は最長１年間は有効。今後は資格確認
書やマイナ保険証に変わります
▶R6.10「救急車有料化の話」：三重県松坂市

県立軽米病院　院長　　葛西　敏史
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